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QA

移管契約後の高所配水団地について、及び事故等により断水が起
きた場合の対策等について。 
水の安全確保に関する調査・整備を予定している。断水時におい
ては、2日分の水は確保可能と考えている。 （古毛堂建設部長） 

Q

A

（藤本議員） 

QA

深原地区公園のグラウンド使用について。 
 
可能な範囲内で利用できるよう準備を進めている。 
 （上馬場都市整備課長） 

Q

A

（藤河議員） 

　
深
原
地
区
公
園
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
造

成
が
完
了
し
て
半
年
が
経
過
し
た
が
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
に
は
雑
草
が
か
な
り
生

え
て
き
て
お
り
、グ
ラ
ウ
ン
ド
が
使

用
さ
れ
て
い
れ
ば
、雑
草
は
生
え
て

い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、上

下
水
道
も
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、供

用
開
始
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。

仮
設
ト
イ
レ
を
設
置
し
て
で
も
、グ

ラ
ウ
ン
ド
の
早
期
開
放
を
実
施
し
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
管
理
に
つ
い
て
は
、使

用
者
の
協
力
を
得
る
方
法
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。 

　
グ
ラ
ウ
ン
ド
内
の
雑
草
に
つ
い

て
は
、
融
雪
用
の
塩
化
カ
ル
シ
ウ

ム
を
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
散
布
し
、
雑

草
の
抑
制
に
努
め
る
よ
う
考
え
て

い
る
。
ま
た
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
使

用
し
な
が
ら
雑
草
の
発
生
を
防
ぐ

こ
と
も
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
管
理
上

有
効
と
思
わ
れ
る
た
め
、
関
連
す

る
工
事
と
安
全
確
保
を
検
討
の
う
え
、

可
能
な
範
囲
内
で
利
用
で
き
る
よ

う
準
備
を
進
め
て
い
る
。
仮
設
ト

イ
レ
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ス
料
、

汲
み
取
り
料
等
の
経
費
も
か
か
る

こ
と
か
ら
、
利
用
者
の
一
部
負
担

も
考
慮
し
、
検
討
を
し
て
い
く
。 

　
正
式
契
約
を
済
ま
せ
た
皇
帝
ハ

イ
ツ
団
地
及
び
土
岐
の
城
団
地
の

町
水
道
移
管
に
関
す
る
今
後
の
具

体
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
問
う
。
ま
た
、

水
道
管
破
裂
事
故
等
が
起
き
た

場
合
の
緊
急
時
の
対
策
等
は
。 

　
皇
帝
ハ
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
今

年
度
、
水
質
面
の
安
心
を
確
保
す

る
た
め
の
調
査
・
整
備
を
予
定
し

て
い
る
。
今
後
に
つ
い
て
は
、
来

年
度
に
実
施
設
計
業
務
を
予
定
し

て
お
り
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、

具
体
的
な
改
修
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

作
成
し
て
い
く
。
土
岐
の
城
団
地

に
つ
い
て
は
、
道
路
掘
削
等
の
問

題
か
ら
、
基
本
的
に
平
成
20
年
度

か
ら
本
格
的
な
工
事
を
予
定
し
て

い
る
。
断
水
に
つ
い
て
は
、
町
内

５
ヶ
所
の
配
水
池
に
満
水
時
で
約

5,100
ト
ン
余
り
の
容
量
が
あ
り
、

節
水
等
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
よ
り
２
日
分
は
確
保
で
き
る
と

考
え
て
い
る
。
ま
た
、
学
校
に
掘

っ
て
い
る
井
戸
水
に
つ
い
て
も
、

用
水
と
し
て
十
分
利
用
が
で
き
る

と
考
え
て
い
る
。 

建
設
部
門
関
連
質
問 

QA

学校評議員制度の活用と内容は。 
 
学校の運営について具体的な提言を行っている。 
 （立花教育部長） 

Q

A

（佛圓議員） 

　
平
成
14
年
度
か
ら
各
小
中
学

校
に
学
校
評
議
員
制
度
が
設
け

ら
れ
た
が
、
そ
の
活
用
と
主
た

る
内
容
に
つ
い
て
問
う
。 

　
学
校
評
議
員
制
度
は
、
各
学

校
の
運
営
に
つ
い
て
地
域
の
意
見

を
把
握
し
て
反
映
す
る
と
と
も
に
、

学
校
運
営
の
状
況
等
を
知
る
こ
と

に
よ
り
、
説
明
責
任
を
果
た
そ
う

と
す
る
制
度
で
あ
る
。
各
校
と
も

概
ね
１
学
期
に
１
回
、
年
３
回
の

評
議
員
会
を
開
い
て
い
る
。
管
理

職
や
教
職
員
等
と
、
学
校
の
現

状
に
関
す
る
案
件
（
授
業
や
学
力
、

学
校
経
営
、
生
徒
指
導
、
子
ど

も
の
安
全
、
保
護
者
と
の
連
携
や

虐
待
等
）
に
つ
い
て
様
々
な
資
料

を
元
に
協
議
を
行
い
、
そ
れ
を
学

校
運
営
に
生
か
し
て
い
る
。
教
育

委
員
会
へ
も
毎
回
報
告
が
行
わ
れ

て
お
り
、
こ
の
制
度
を
有
効
に
活

用
す
る
よ
う
指
導
も
行
っ
て
い
る
。 

教
育
部
門
関
連
質
問 




